
住民票所在地以外で接種を希望される人
　やむを得ない理由がある場合は、住民票所在地以外でワクチン　接種することができますが、接種地の自治体に申請が必要
な場合がありますので、ご注意ください。
◆申請が必要な人
①出産のために里帰りしている妊産婦、②単身赴任者、③遠隔地へ下宿している学生
④DV、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者

【御前崎市以外で住民票を登録しているが、御前崎市で接種を希望する人】
　→御前崎市へ申請（住所地外接種届）が必要なため、御前崎市コロナワクチンコールセンターへご連絡ください。

【御前崎市に住民票を登録しているが、御前崎市以外で接種を希望する人（かかりつけ医が市外にいる場合など）】
　→接種券は、御前崎市から届いたものを使用します。
　　自治体によって接種方法が異なるため、接種地の自治体や接種する医療機関にご確認ください。

ワクチン接種のことでお困りのときは

　ワクチン接種の予約や相談は、市が設置する「御前崎市新型コロナワクチンコールセンター」で受け付けています。
　※ご自身の健康や接種の可否については、かかりつけ医にご確認ください。予約方法は４～５ページに掲載しています。

　御前崎市新型コロナワクチンコールセンター
　電話番号　0537�1154
　受付時間　午前９時～午後５時（土日・祝日除く）

ワクチン接種の予約・相談について

　主な副反応は頭痛、関節や筋肉の痛み、注射した部分の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、まれに起こる重大
な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。
　接種後、ご自宅で体調が悪くなった場合は、かかりつけ医または市立御前崎総合病院に受診してください。
　ワクチン接種後の副反応に関することは、県が設置する「静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口」で受け付
けています。

　静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口
　電話番号　050（5445）2369
　受付時間　午前9時～午後5時（土日・祝日含む）

ワクチンの副反応について

①�新型コロナウイルスの接種に使用する際のワクチンに関することは、厚生労働省が設置する「厚生労働省新型コロナワクチ
ンコールセンター」で受け付けています。

　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　電話番号　0120-761-770
　受付時間　午前９時～午後９時（毎日（土日・祝日含む））　
　ＵＲＬ　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/　（新型コロナワクチンQ&A）

接種に使用する際のワクチンについて

②�ファイザー社製のワクチンを接種される人のために、接種前・接種後の注意点や副反応が起きた時の対応方法などを掲載し
ているウェブサイトがあります。

確認できること
・接種回数とスケジュール
・接種を受けられない人
・有効性と安全性（ワクチンの効果とリスク）
ウェブサイトへのアクセス方法
　ＵＲＬ　https://pfizer-covid19-vaccinated.jp　 ▶ファイザー社ワクチン

　二次元コード
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